
令和７年度かごしま中小企業ＤＸ推進事業業務委託仕様書案 

 

１ 業務名 

令和７年度かごしま中小企業ＤＸ推進事業業務委託 

 

２ 履行期限 令和８年３月 31 日 

 

３ 事業の目的 

物価高騰等による事業環境変化への対応に加え，企業の成長を促進するためには，デ

ジタル技術の導入による生産性向上や省力化等により，ＤＸを推進することが重要であ

る。 

ＤＸの推進については，多くの企業が未着手や散発的な実施に留まっていることか

ら，企業がＤＸを入門から体系的に取り組める支援体制の構築や各フェーズに応じた支

援が必要であるとともに，社内のＤＸを牽引する人材の確保・育成がもとめられてい

る。 

本事業では，県内中小企業が，競争上の優位性を確立し持続的に成長するために要す

る，デジタル技術の導入や社内デジタル人材の育成等に係る経費の一部を補助する。 

 

４ 事業の概要 

（１）補助金の概要 

県内中小企業が持続的に成長し，新事業の展開を図るため，県内中小企業が取り

組むＤＸの推進に向けたデジタル技術の導入や社内デジタル人材の育成等を支援

する。 

〇補助率：２／３ 

〇補助上限額：２，０００千円  

〇補助対象者：県内中小企業 ７０件程度 

○補助金総額：１４０，０００千円 

〇補助対象経費 

ＤＸの推進に向けて行うデジタル技術導入や社内デジタル人材の育成等に係 

る経費（ソフトウェア等購入費，クラウドサービス利用料，機械装置等購入費，

試作・改良費，専門家の招へい経費，研修費等） 

上に掲げる経費のうち，交付決定の日から令和８年２月 27 日（金）までに 

購入・実施されたもの。 

〇募集期間：令和７年７月～令和７年８月（予定） 

 

（２）募集期間（予定） 

    １次募集 令和７年７月１日（火）～令和７年７月 31 日（木） 

    ２次募集 令和７年８月１日（金）～令和７年８月 29 日（金） 

    ※２次募集終了後，予算の状況によっては３次募集を行うことがある。 

 

 （３）事業スキーム 

    別紙１のとおり 



 

５ 業務の内容 

（１）事務局の設置・運営 

・本事業を実施する事務局を設置し，履行期間中における業務遂行に携わる人員に

ついて，以下のとおり，それぞれ配置・確保すること。（外部機関と連携して審

査を行う場合は，外部機関の人員体制を含めて差し支えない。） 

 ① 統括責任者を１名以上配置すること。 

 ② 統括責任者を補佐する副統括責任者を１名以上配置すること。 

 ③ 出納管理責任者を１名以上配置すること。 

 ④ 審査業務担当者を複数名配置すること。 

・統括責任者，副統括責任者，出納管理責任者，審査業務担当者については，中小

企業支援に係る取組に一定程度の知見を有する人材とすることとし，審査業務担

当者については，デジタル技術導入に係る一定程度の知見も有する人材とするこ

と。 

・審査業務担当者の人員配置にあたっては，事務量の多寡を考慮した配置計画とす

ること。 

・机，椅子，棚などの什器，電話及びインターネット回線使用料，光熱費，パソコ

ン，複合機，シュレッダー，文書等の発送料，その他の事務用品等，事務局の設

置 

・運営に要する費用については受託者負担とする。  

・事務局運営については，十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じ

ること。 

 

（２）電話問合せ対応 

  ・申請・報告に関する問合せに対応するための電話回線を設置すること。 

   ①受付期間：令和７年７月１日（火）から事業終了まで 

   ②受付時間：午前９時～午後５時 

 

（３）事業実施スケジュール及び業務マニュアル，補助金交付要綱等の作成・遵守 

  ・事業実施スケジュール及び業務マニュアル，補助金交付要綱（事業者用），補助

金募集要領（事業者用），審査要領，Ｑ＆Ａ等（以下，「事業実施スケジュール

等」という。）を作成すること。 

・事業実施スケジュール等の作成にあたっては，国や他自治体の補助金の内容を確 

認し，県新産業創出室と協議の上作成し，適正かつ円滑に業務遂行にあたること。 

・業務遂行にあたっては，業務を円滑に遂行するため，事業実施スケジュール等を

統括責任者以下業務に携わるすべての人員に配布すること。 

 

  (４) 事業の周知・広報 

・補助金の募集を周知するチラシを作成し，関係機関に配布すること。（10,000 枚

程度） 

・かごしまＤＸ推進コーディネート事業（以下コーディネート事業）の受託事業者

と連携し，コーディネート事業内で実施されるセミナーにおいて，事業者向けに



補助金申請書の書き方や注意点等を説明する時間を設けること（１回以上） 

・コーディネート事業受託事業者が実施する，本事業の周知に関する取組に協力す

ること。 

・その他，広く県内事業者に対する周知方法を県に提案の上，本事業の周知に努め

ること。 

 

（５）補助金交付申請書類の受付・審査 

 ・交付申請書類は，事務局電子メールへの添付及び事務局への郵送（簡易書留や

レターパックなど，申請者が追跡可能な手段）で受け付けること。 

・受付簿を作成し，県新産業創出室へ週次報告を行うこと。また，受付件数の集

計（日計，週計，月計）を行い，必要に応じて同室へ報告を行うこと。 

・申請書類について，書類不足及び記入不足がないか審査を行うこと。 

・申請内容と添付書類を照らし合わせ，内容に誤りがないか審査を行うこと。 

・申請内容は，本事業の目的に沿った事業であり，効果的かつ適正なものであるか 

  審査を行うこと。 

・申請内容は，補助対象事業に係るものであるか審査を行うこと。 

・補助対象経費が適切に計上されているか，交付要件を満たす事業者であるか審査 

を行うこと。 

・他の補助金を利用していないか，確認すること。 

・審査に当たっては，事業者から提出のあった申請書類の写しをとり，事業者名を

匿名化して行うこと。 

・採点基準に基づいて，公正かつ適正に評価した上で採点すること。 

・審査終了後，県において２次審査を実施するため，速やかに県に書類を送付する

こと。 

・県の審査終了後，補助金交付（又は不交付）決定通知を速やかに申請者及び補助

対象者へ通知すること。 

・通知の作成・送付に要する費用については，受託者負担とする。 

・応募申請書類の保管については，紛失・破損等がないように厳重に管理すること。 

※詳細な審査ポイントについては，契約締結後，県が示すこととする。（なお，令

和６年度の同補助金の審査項目は，別紙２のとおり。） 

 

 （６）実績報告書類の検査 

    ・実績報告書類について，書類不足及び記入不足がないか検査を行うこと。 

・実績報告書類と添付書類を照らし合わせ，内容に誤りがないか検査を行うこと。 

・実績報告書類の検査時に書類の不足または内容の誤りがあった場合は，書類の整 

合性に留意の上，速やかに補助事業者に不足書類の提出，内容の修正を求めるこ 

と。 

・実績内容は，採択された事業計画に沿った内容であるか，本事業の目的に沿った 

事業であって効果的かつ適正なものであるか検査を行うこと。 

・補助対象経費が機械購入に係るものなど現物の検査が必要と考えられる場合に 

は，必要に応じて現地・現物の確認を行うこと。 

・検査に当たっては，事務局で検査体制を構築し対応を行うこと。  



・検査終了後，県において最終審査を実施するため，速やかに県に書類を送付する

こと。 

・県の審査終了後，交付確定通知を速やかに申請者及び補助対象者へ通知すること。 

・補助対象外経費の計上等，補助対象経費として不適切であると認められる場合は， 

受託者に対し，補助金の返還を求める場合があるので，留意すること。（契約期間

終了後も同様である。） 

 

（７）補助金の交付 

・確定通知書送付後，補助金の交付請求があった場合，速やかに補助金の交付を行

うこと。 

・確定通知の作成・送付に要する費用及び補助金交付に係る振込手数料について

は，受託者負担とする。 

・補助金交付のための原資は，受託者との補助金交付申請・決定等の手続きを経て，

補助金交付申請処理の進捗等に合わせて，県が専用口座に振り込むものとする。 

・専用口座の出納状況及び残高は，適宜報告が可能な状況にしておくこと。 

・補助金の交付は，令和８年３月 31 日までに完了すること。 

 

（８）予算管理 

   ・予算管理を適切に行うこと。 

・補助対象者からの各種書類の受付及び処理状況について，必要に応じて県新産業 

創出室へ報告を行うこと。 

・予算管理に当たっては，事務局専用の通帳を作成し，当該事業の会計を独立して 

管理できるようにすること。※印鑑は，事務局専用のものを，県から貸与する。 

 

 （９）申請書類・実績報告書類の管理 

    ・補助金交付後の申請書類・実績報告書類については，受付番号順やフリガナ順な

どにより，ドッチファイル等により管理保管を行うこと。 

 

（10）業務委託内容の結果報告書の作成 

委託業務終了時には，委託業務の一切を記録した報告書を作成すること。作成し

た報告書は委託事業の実績報告時に２部提出し，併せて，報告書の電子データを提

出すること。 

 

 （11）関係書類等の整備・保管 

    事務局は，業務遂行にあたり，下記の関係帳簿類を整備し，委託業務終了後最初

に到来する４月１日から起算して５年間は，適正に保管するものとする。 

① 専用口座 

② 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿 

③ 雇用者名簿，出納簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類 

④ その他，業務遂行に係る関係書類 

 

 



６ その他 

（１）本仕様書に定める事項について疑義が生じたとき，又は定めのない事項で業務に 

必要な事項は，受託者及び県産業立地課新産業創出室が協議して定めることとす

る。 

（２）本仕様書案はプロポーザル用であり，受託候補者とは内容を別途協議の上，契約 

を締結するものとし，契約内容等については，協議の中で企画提案書等の内容から 

変更，修正する場合がある。 

（３）企画提案された計画に基づき事業を実施していくが，詳細な業務の実施計画や計 

画変更については，県と調整の上，実施すること。 

（４）本業務を円滑に遂行するため，県が必要と認めるときは，業務の進捗状況につい 

て報告を求めることができる。 

（５）災害又は感染症の影響等により，県が指示した場合は，事業の停止又は事業内 

容の見直しをすること。 

（６）受託者は，本補助金の交付申請を行うことはできない。また，本補助金を活用し

て実施される事業において，事業実施者の契約の相手方となることはできない。 

 

７ 機密保持等 

（１）本事業を実施するに当たって，業務上知り得た情報は，開示，漏えい，又は本   

事業以外の用途に使用しないこと。 

（２）受託者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は，それに 

  伴う弁済等の措置はすべて受託者が負担すること。この項目について受託者は，   

前記２の履行期限の終了後においても同様とする。 

 

８ 個人情報保護 

  業務を実施する中で入手した個人情報の取扱いについては，個人情報保護法等の法 

令遵守に加え，別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

  なお，関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては，他の受信者のメー 

ルアドレスが閲覧できないようＢＣＣ機能により送信するなど，個人情報の流失防止 

に万全を期すこと。 

 



かごしま中小企業ＤＸ推進事業補助金
事業スキーム

⑦補助金交付決定通知
（県知事名→事務局宛）

事務局

（受託者）

補助

事業者

⑦事業実施

県

②申請審査
(１次）

※書類確認・補正，
審査・採点

①補助金交付申請
（事業所名→事務局宛）

⑥補助金交付申請
（事務局名→県知事宛）

※①の書類を添付

⑯補助金請求

⑩実績報告書提出
（事務所名→事務局宛）

⑰補助金交付

⑲補助金交付確定通知

⑬実績審査
（最終）

※書類を検査
（必要に応じて現地

現物検査）

④申請審査
（２次）

⑥補助金交付決定
（又は不採択）通知

（事務局名→事業所宛）

⑧概算払請求（随時）

⑨概算払交付（随時）

⑮補助金交付確定通知
（事務局名→事務所宛）

⑪実績審査
（３次）

※書類・現地現物を
検査

⑱実績報告書提出

⑳補助金請求

㉑補助金交付

（別紙１）

⑤補助金交付決定通知

⑫実績報告書(⑩)送付

⑭補助金交付確定通知

③交付申請書(①)送付



　　　　（別紙２）

審査項目

審査項目

　①　社内のデジタル教育
　　　・人材育成の状況

　②　現在の経営課題

　④　経営課題解決の
　　　期待効果

　⑤　事業推進体制

　⑥　事業推進
　　　スケジュール

　⑦　事業終了後の
　　　ＤＸ推進計画

　⑧　収支計画

　⑨　加点要素

ビジョンが社内で共有されており，ＤＸ実施に関わる担当部署の体制・役
割等，ＤＸを実現するための具体的な実施体制となっているか。

スケジュールは具体的かつ妥当なものか。（令和７年２月28日までに終了
するスケジュールであることが必須。）

事業終了後も継続してＤＸ推進に取り組み，経営課題等を解決するための
ビジョンになっているか。

中小企業庁等により創設された「パートナーシップ構築宣言」について，
宣言を行っていること。

ＩＰＡ（独立行政法人情報処理推進機構）が運営する「SECURITY ACTION
一つ星宣言」について，宣言を行っていること。

事業の実施によりDXの推進に向けた効果が期待されるものとなっている
か。

　③　経営課題解決の
　　　実施内容

・②を踏まえた補助対象となる取組となっているか。
・取組の内容は具体的で実現性が高い内容となっているか。
【補助対象となる取組】
データとデジタル技術を活用して，顧客や社会のニーズを基に，製品や
サービス，ビジネスモデルを変革するとともに，業務そのものや組織，プ
ロセス，企業文化・風土を改革し，競争上の優位性を目指すもの。

本事業を遂行するにあたり，妥当な収支計画となっているか。（資金的な
裏付けや経費の適切な計上等）

令和６年度かごしま中小企業DX推進事業費補助金・審査項目

審査のポイント

デジタル関連のセミナー受講や社内研修実施等，ＤＸの実現に向けた人材
育成について，意欲を持って積極的に取り組んでいるか。

現状分析のもと，経営課題が明確に導き出されており，目的や必要性のあ
る事業となっているか。


